
 資料 1（第３回まちづくりガイドライン検討協議会） 

第３回 

健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会 

 

日時：2025 年（令和 7 年）７月 1１日（金） 

10 時 00 分～ 

場所：藤沢市役所本庁舎 6 階 6-1 会議室 

 

次 第 

 

1．開会 

 

2．議事 

  （１）スケジュールについて/資料２ 

（２）産学公連携協議会の情報共有/資料３ 

（３）ガイドライン１～４章（まちづくりの骨格や誘導方針等）の 

提示について 

（４）ガイドライン５章（推進体制と実現手法）のたたき台の提示 

について 

 

３．閉会 

 

 

（参考資料） 

１．まちづくりガイドライン（２０２５年７月案） 

２．まちづくりガイドライン（２０２５年３月案・前回協議会資料） 

資料４ 



 資料２（第３回まちづくりガイドライン検討協議会） 

 

 

まちづくりガイドライン構成と進め方、及び内容について（更新） 
ガイドライン構成（案） 各会の進め方（案） 内容（案） 

R6 R7 

１回 

11 月 6 日 

２回 

3 月 10 日 

３回 

本日 

４回 

10 月中旬 

５回 

1 月中旬 

1.まちづくりガ

イドラインの概

要 

1.1 はじめに 

事
務
局
に
て
検
討 

● ●   ・ガイドライン策定の背景・目的を記載する。 

・本ガイドラインの対象区域と健康と文化の森地区の区域を記載する。 

・まちを取り巻く状況が変化した際は柔軟に更新することを記載する。 

1.2 対象区域 

1.3 ガイドラインの位置づけ 

2.健康と文化の

森地区の概要 

2.1 地区の位置づけ ● ●   ・上位計画等における地区の位置づけを記載。広域図を用いて位置関係がわかるようにする。 

・周辺施設の動向（慶應義塾大学 SFC における未来創造塾・βヴィレッジや慶應藤沢イノベーション

ビレッジ等）を記載。 

・基本計画の「地区の特性や優位性」を踏まえ、自然的な特性と地域の活動に基づく文化的特性にお

いて、地区のポテンシャルを整理する。 

・「4.まちづくりの実現に向けた誘導方針」に対応する社会的潮流について、まちを取り巻く課題と

ともに記載する。 

2.2 まちづくりの動向 

2.3 地区のポテンシャル 

2.4 まちを取り巻く社会的な潮流 

3.健康と文化の

森地区の将来像 

3.1 まちづくりのビジョンとライフスタイル ● ●   ・基本計画に示されている「まちづくりのめざす姿」や「ライフスタイルの想定」を踏まえ整理し記

載する。 

・まちの骨格軸を構成する要素（生活交流、自然、歩行者回遊・広域交通）を整理すると共に、持続

的なまちの発展として「いずみ野線延伸」のおけるまちの変化を記載する。 

3.2 まちづくりの骨格 

4.まちづくりの

実現に向けた誘

導方針 

4.1 誘導方針 
 △ ● ●  ・基本計画の「取組方針」や「土地利用・交通・都市施設等」を整理し、「2.4 まちを取り巻く社会

的な潮流」を踏まえ、「3.健康と文化の森地区の将来像」の実現に向けた方針を明示し、方針 1

（地区全体の視点）、方針 2（空間・エリア・機能の視点）、方針 3（人々の活動や個々の敷地で

の取り組み）に応じた誘導方針を記載する。 

・「賑わい・交流」では、“多様な人々が交流し、賑わいや新たな価値が創造される活力あるまちを

つくる”方針について記載する。 

・「安心・安全」では、“災害に強く、交通の安全性や防犯性が確保された安心・安全なまちをつく

る”方針について記載する。 

・「農・自然」では、“周辺の豊かな自然環境や盛んな農業を活かしたまちをつくる”方針について

記載する。 

・「環境」では、“地区周辺環境と調和した環境にやさしいまちをつくる”方針について記載する。 

・「健康」では、“健康で快適に過ごせるまちをつくる”方針について記載する。 

4.2 賑わい・交流 
 △ ● ●  

4.3 安心・安全 
 △ ● ●  

4.4 農・自然 
 △ ● ●  

4.5 環境 
 △ ● ●  

4.6 健康 

 △ ● ●  

5.まちづくり推

進体制と実現手

法 

5.1 まちづくりの推進体制   △ ●  ・権利者、民間事業者、行政等関係者が円滑に意見交換、調整及び情報共有を行う体制づくりを進め

ることを記載する。 

・実現手法は土地区画整理事業、地区計画、エリアマネジメントの導入検討などを記載する。 
5.2 実現手法 

         

ガイドライン（案）としてのとりまとめ     ● － 

※構成（案）の項目については、今後の検討により適宜更新していきます。 
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産学公連携協議会の情報共有産学公連携協議会の情報共有

資料３（第３回まちづくりガイドライン検討協議会）



産学公連携協議会の情報共有産学公連携協議会の情報共有

■産学公連携実行プランの構成イメージ

1. プランの位置づけ

・藤沢市の既存計画との関係性やプランの役割について明示する。

2. 策定の背景

・産学公連携に関するこれまでの取組や現状、課題を交えながら策定の背景を明示する。

3. めざす姿

・現状のまちづくりの状況や今後のまちづくりの方向性も勘案しながら、
産学公連携の「めざす姿」を明示する。（例えば、目標、ビジョン、方針等）

4. 展開する施策

・「めざす姿」を実現するために展開する施策を明示する。ハード・
ソフトの両面から明示する。

・各施策を担うそれぞれの主体の関わり方を明示する。

5. プランの推進体制

・産学公連携実行プランを推進するための体制を明示する。

意
見
聴
取
結
果
や

連
携
協
議
会
で
の
意
見

を
踏
ま
え
て
整
理
す
る
。
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産学公連携協議会の情報共有産学公連携協議会の情報共有

3. めざす姿 に関連する事項

• 策定の背景に記載の課題解決を図るため、また、基本計画で掲げるビジョン「活力創
造・文化・交流のまちづくり」を実現するため、産学公連携実行プランのめざす姿を設
定する。

■これまでに上がった事項・要素等による骨子案

1. 多世代、異文化、異業
種交流等の活発化

2. 新しい「もの」「技術」
「アイデア」「産業」の創
出・発信

3. 人々の多様化するニー
ズやライフスタイルへ
の対応

企業と大学との連携によるビジネス育成も重要だが、地域や大学・学生による活動拠点の形成にも
重きを置いた取組が求められる

公

第３回産学公連携協議会
での産学公連携イメージ

産学公連携のめざす姿

地域住民

行政

3

★本地区の産学公連携に求められる事は...

産

学

企業

大学

学生

• 学生との雇用関係はなく、ボランタリーな参
加になり、リクルートの面では学生を守って
いく必要があるため、学生に焦点を当てる場
合、扱いを慎重にする必要がある。

• 学生の役割については、協議会で議論を行っ
た方がよい。

• 学生をハブとして仕組みが運営できるかに
は課題があるが、学生をうまく活用すること
で、他ではできなかった、独自の成功が勝ち
取れる可能性がゼロではないと考えている。

• 学生など特定のアクターをハブにするのでは
なく、今後打ち出す施策によって地域自体が
ハブとなるような表現とするとよい。

学生の役割に関する意見



• めざす姿の実現に向け、ディスカッションやアンケート・ヒアリング等でいただいたご意
見を踏まえ、施策案について議論されました。

産学公連携協議会の情報共有産学公連携協議会の情報共有

■めざす姿に基づいた施策

前回協議会やアンケート・
ヒアリング等でいただいたご意見

施策（案）めざす姿

①多世代、異文化、異業
種交流等の活発化

②新しい「もの」「技術」
「アイデア」「産業」の

創出・発信

③人々の多様化する
ニーズやライフスタイル

への対応

多様な交流の場や機会の創出

地域活動の醸成

イノベーション人材やベン

チャー、新産業の創出・育成

社会実験と社会実装の推進

学びあう場の創出

健康・いきがいづくりの推進

※次頁以降で個別に整理

4

1-1

1-2

2-1

2-2

3-1

3-2



産学公連携協議会の情報共有産学公連携協議会の情報共有

■展開する施策に基づく取組に対する意見交換を実施

5

• 場づくりの前に、プレイヤーや地域資源の把握が重要。
• 特定の人たちの閉鎖コミュニティにならないような配慮が必要。
• 企業風土・歴史・カルチャーを学ぶなどで、共通の価値観・コンセ

ンサスが生まれ、よいコミュニティが醸成される。
• 多様な交流の観点から、中学生・高校生・留学生もターゲットに

なりうる。

• 「実証に付き合わされて終わり」とならないよう、社会実験だけ
に留まらず、社会実装を目指すことが重要。

• 地域住民に積極的に関与してもらうためには適切なマネジメント
が重要であるため、実行体制を見越して施策を検討するべき。

• スタートアップとのマッチングを行うときには、本地区にはどう
いう人たちがいて、どういうものが提供できるのか、またそれが
スタートアップの考えているサービスや事業、商品に対して、マッ
チしているのかが問われる。地域の情報や課題を広くシェアする
ことで、学生の巻き込みがしやすいと考えられる。

• 実証実験で、他ではできないものがあれば、スタートアップの集
積とマッチング、投資資金の獲得が期待できる。まずは、その空
気づくりが必要。

• 法人設立のサポート当のハウツーは大学側で支援が難しいので、
そういった面の整備は役立つ。資金確保につながらなくても、そ
ういった情報にアクセスできる環境があると良いのでは。

• 事業者側からのニーズも必要で、それらをシェアすることが出来る
と、課題解決の動きに結び付けやすい。

• ソフトな仕組みで課題を表出させれば、動く人が周りにいて、とい
うことが起きてくるのでは。

• 静岡県浜松市事例は予算がかかるので、まずは本地区や市町村単
位で可能な範囲で実行していく想定である。

• 人口規模が5～6 万人程度の長野県塩尻市がよいのではないか。
• 石川県金沢市が一番うまくいっているのではないか。

条例を定めてベースを整理した点
拠点となる施設ができ、活動が可能となった点
コーディネーターが常駐し相談・調整ができる点
学生会議という組織をもち、横のつながりが形成されている点
活動に対する助成制度がある点

• 企業を巻き込むと、事業性が重要になってしまう。学生を中心にし
たまちづくりを考えると、あまりハードルは上げないほうがよいと
考える。そのため、学生が将来やりたいと思っているテーマを持ち
込みやすくなるためには、敷居を下げて行政や企業の役割を設計
することが望ましい。

• まずはSFCとの連携を核として、将来的には市内他大学との連携
も目指したい。

多様な交流の場や機会の創出 地域活動の醸成

イノベーション人材やベンチャー、

新産業の創出・育成

社会実験と社会

実装の推進

1

2

3 学びあう場の創出 健康・いきがいづくりの推進

その他の意見
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 資料４（第３回まちづくりガイドライン検討協議会） 

■まちづくりガイドライン検討協議会説明資料 

前回協議会からの新旧対照表 

 

2.3 地区のポテンシャル 

2025 年３月案 2025 年７月案 

７頁 

 

７頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項 

1. 谷戸は、地域のポテンシャルとして最大限生かすべきと感じている。  自然的な特性（地形・景観）にて遠藤笹窪谷の自然的な特性（ポテンシャル）及び図の着色を拡張 

 

＜その他修正点＞ 

 自然的特性について、遠藤笹窪谷公園や富士山の眺望等、各項目の記載を拡張 

  

１ 
１ 

１ 

１ １ 
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2.3 地区のポテンシャル 

2025 年３月案 2025 年７月案 

７頁 

 

８頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項 

1. SFC の学生は様々な活動をしているが、地元に発表の場や機会がなく、辻堂のテラスモールで展示をしている

のがもったいない。 

SFC には 1,400 名の中高生がいる。大学生は 4年がタイムリミットであるのに対して、中学生は大学まで通学

すれば地域に 10 年間関わることになり、対象者として巻き込むべきと感じる。中学生を含む意味を込めて、

「学生・生徒・教職員」と表現してほしい。 

 「文化的な特性」としていた項目を「その他の特性」とし、「学術医療機関等の立地ポテンシャル」や「学

生・生徒・教職員の活動とのつながり」を記載 

2. 地区のポテンシャルが整理されているのは良いが、諸之木線が描かれていないのが気になる。地域の方が住ん

でいるので、集落が並んでいる古い町並みもポテンシャルとして記載してほしい。 

 諸之木線を表現 

 既存の生活空間（集落）があり、既に生活が営まれている旨を記載 

 

＜その他修正点＞ 

 その他の特性として、文化的特性に加え、人々の活動や伝統的な取り組みについて追加 

  

１ 

２ 

１ 

２ 

１ 

２ 
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2.4 まちを取り巻く社会的な潮流 

2025 年３月案 2025 年７月案 

８頁 

 

９頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項 

1. 社会動向に関する情報共有として、慶應大学が環境省の「自然共生サイト」に認定された。これからの取組の

中でぜひ謳ってほしい。 

 「SDGs・環境共生時代のまちづくり」にて、「自然共生サイト」について記載 

 

＜その他修正点＞ 

 各潮流の後段に、本地区での関わりについて記載 

 

 

 

  

１ １ 
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3.1 まちづくりのビジョンとライフスタイル 

2025 年３月案 2025 年７月案 

９頁 

 

10 頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項 

1. SFC の学生は様々な活動をしているが、地元に発表の場や機会がなく、辻堂のテラスモールで展示をしている

のがもったいない。 

SFC には 1,400 名の中高生がいる。大学生は 4年がタイムリミットであるのに対して、中学生は大学まで通学

すれば地域に 10 年間関わることになり、対象者として巻き込むべきと感じる。中学生を含む意味を込めて、

「学生・生徒・教職員」と表現してほしい。  「まちづくりを考える上で対象となる人」「暮らす人」において、「学生、生徒、留学生」を記載 

2. 外から人を呼んでくる、という要素は読み取れるが、「住む」というのが今のカテゴライズからは読み取りに

くいので、「住む場所を作る」という要素も盛り込んだ方がいい。 

SFC の学生寮ができたことで、地域の風景は大きく変化した。卒業生が週末に帰って来るなど、心のふるさと

になっていくということも重要である。 

  

１,２ 
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3.1 まちづくりのビジョンとライフスタイル 

2025 年３月案 2025 年７月案 

10 頁 

 

11 頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項 

1. イラスト自体が計画案（プラン）に見えてしまうため、人目線のイラストにするなど、シーンで示した方が誤解

は少ないかもしれない。 
 人目線のイラストとし、新たなライフスタイルでの活動を描写 

2. ライフスタイルの左上のイラストについて、基本計画としてはあり得るが、地区内で農業を継続希望する人は

ほとんどいなかった。農地・田園が多く残る風景にはならないのでは。 

 ライフスタイルのイメージ（11 頁）「自然あふれる田園環境の豊かさを実感できる」農地の表現を弱めた 

 上記パースでは、市街化区域と市街化調整区域の境を表現しており、新市街地と周辺の農地との調和を表現 

3. ライフスタイルはあくまでもイメージを表したものであるが、エリア内に農地を開発しているように見えてし

まう。住宅の庭に家庭菜園があるなど、エリア外の農地とエリア内の住宅地のつながりを表現できるとよいの

ではないか。 

 

＜その他修正点（各パースのコンセプト）＞ 

 自然あふれる田園環境の豊かさを実感できる：市街地と周辺農地との境界において、周辺の農業と調和した生活を表現 

 贅沢なスローライフを過ごす：地産地消のレストランによる特産品の販売やテラス席でのゆったいとした人々の交流・小出川沿いの水を感じられる歩行空間（歩行者回遊） 

 滞在・生活することで健康・元気になる：公園を舞台とし、多様な人々がスポーツなどの活動により、健康的な暮らしや交流を育んでいる様子 

 新たな技術・アイデアに触れ、知的好奇心を満たすことができる：近未来的な技術の展示や実証・実装のフィールドを表現  

２,３ 
２,３ 
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3.2 まちづくりの骨格 

2025 年３月案 2025 年７月案 

11 頁 

 

12 頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項 

1. ダイアグラムも４象限で分けているが、十字の道路に惑わされない「暮らしのレイヤ」を重視して整理をした方

がよいのでは。端的に言えば、ポテンシャルと骨格が十分つながっていないのでは、という意見である。 

 3.2 まちづくりの骨格（1）まちの現況で地区のポテンシャルを振り返り、既存コミュニティを表現 

 その後、（2）１． 生活交流軸～では、生活交流の広がり、２． 豊かな自然環境～では、地区の自然的特性を

活かした緑のつながり、３． 新たな交通網の発達・機能誘導～では、交通の発達を表現 2. 時間軸の整理が必要である。最終的な将来像とは別に、暫定的・実験的に取組をやっていくとよいと思う。 

3. 歩行者の動線がなく、道が路線としてしか表現されていない。道路そのものが緑地や歩行ネットワークとしての

機能も持っていないと、道で分断されたエリアに見えてしまう。道路は赤字で記載するなどはどうか。 

 道路の軸によってエリアが分断されていたイメージを弱め、生活交流の軸や自然環境の軸、水の軸の骨格を表現

（13～15 頁共通） 

 

  

３ 

３ 

３ 

３ 



-7- 

3.2 まちづくりの骨格 

2025 年３月案 2025 年７月案 

11 頁 

 

13 頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項 

1. 先の見通しが立たない中なので、土地利用の表現の仕方は工夫した方が良いのでは。  エリアの表現を抽象化（13～15 頁共通） 

2. 「対象区域と周辺をつなぐ軸」について、遠藤地区との繋がりは表現されているが、北側の遠藤笹窪谷地区との

つながりが見えにくい。遠藤笹窪谷地区は、調整区域として農業地の姿で残ることになると思われるので、他の

周辺地区と同じように軸で繋げてもらえると、地区の人々も対象区域の関係者という実感を持つことができる。 

 生活交流の軸において、地区周辺とのつながりとして、遠藤笹窪谷周辺集落とのつながりを表現（15 頁共通） 

3. 「対象区域と周辺をつなぐ軸」については、笹窪谷の北に繋がるダイアグラムもあるとよいのではないか。 

4. 小出川沿いにも軸を追加した方がよいのではないか。  水の軸において、小出川などの水を感じられる景観を表現（15頁共通） 

5. ダイアグラムは、違うレイヤが重なる絵になるといいのでは。道路に人が入っていけないように見えるのが気にかか

る。道路もオープンスペースとして一体的に扱うという思いを込めるのもいいかもしれない。 

 自然環境の軸において、幹線道路や緑の回廊に位置づけられている区画道路での緑の配置を表現（15 頁共通） 

  

１ 

２,３ 

５ 

４ 
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3.2 まちづくりの骨格 

2025 年３月案 2025 年７月案 

11 頁 

 

14 頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項 

1. 歩行者の動線がなく、道が路線としてしか表現されていない。道路そのものが緑地や歩行ネットワークとしての

機能も持っていないと、道で分断されたエリアに見えてしまう。道路は赤字で記載するなどはどうか。 

 歩行者回遊軸において、遠藤笹窪谷方向への歩行者動線や地区内の回遊や周辺地区へのフットパスを表現（15

頁共通） 

2. 新たな循環線、歩道ができて周遊できるように設計されている。情報量が多くなってしまうが、それも絵に入

れるという方法もありなのでは。 

3. 時間軸の整理が必要である。最終的な将来像とは別に、暫定的・実験的に取組をやっていくとよいと思う。  3.2 まちづくりの骨格において（12～14 頁）、（１）現況、（２）新たなまちづくり、（３）いずみ野線の延

伸の時間軸に沿い、「まちづくりの骨格」の変化を表現 

 （３）において、いずみ野線延伸・新駅開設に伴う中高層住宅の立地誘導などの展開を記載 

  

１,２ 

３ 

３ 
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3.2 まちづくりの骨格 

2025 年３月案 2025 年７月案 

12 頁 

 

15 頁 

 

 

＜前回協議会の意見・修正事項＞ 

前回協議会の意見 修正事項（12～14 頁の修正追加を反映） 

1. 「対象区域と周辺をつなぐ軸」について、遠藤地区との繋がりは表現されているが、北側の遠藤笹窪谷地区と

のつながりが見えにくい。遠藤笹窪谷地区は、調整区域として農業地の姿で残ることになると思われるので、

他の周辺地区と同じように軸で繋げてもらえると、地区の人々も対象区域の関係者という実感を持つことがで

きる。 

 生活交流の軸において、地区周辺とのつながりとして、遠藤笹窪谷周辺集落とのつながりを表現 

2. 「対象区域と周辺をつなぐ軸」については、笹窪谷の北に繋がるダイアグラムもあるとよいのではないか。 

3. 小出川沿いにも軸を追加した方がよいのではないか。  水の軸において、小出川などの水を感じられる景観を表現 

4. ダイアグラムは、違うレイヤが重なる絵になるといいのでは。道路に人が入っていけないように見えるのが気にかか

る。道路もオープンスペースとして一体的に扱うという思いを込めるのもいいかもしれない。 

 自然の軸において、幹線道路や緑の回廊に位置づけられている区画道路での緑の配置を表現 

5. 歩行者の動線がなく、道が路線としてしか表現されていない。道路そのものが緑地や歩行ネットワークとしての

機能も持っていないと、道で分断されたエリアに見えてしまう。道路は赤字で記載するなどはどうか。 

 歩行者回遊軸において、遠藤笹窪谷方向への歩行者動線や地区内の回遊や周辺地区へのフットパスを表現 

6. 新たな循環線、歩道ができて周遊できるように設計されている。情報量が多くなってしまうが、それも絵に入

れるという方法もありなのでは。 

  

１,２ 

４ 

３ 

５,６ 




